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措置3-1-1 ライフステージに応じた交通安全教育の実施

内容

• 自転車に乗り始めるこどもや乗り慣れてきたこ
どもに対する交通安全教室を開催します。

• 高齢者の安全意識の高揚を図るため、高齢者向
けの安全教室を実施します。

• 車両運転者に対して、自転車に関係する交通安
全指導を実施し、自転車の通行ルール等の周知
を行います。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

こども交通安全教室

高齢者向けの安全教室

車両運転者に対する
自転車交通安全教育

担当課：県警交通企画課、道路マネジメント課

令和7年度
まで

• こどもを対象とした交通教室を実施。
• 車両運転者に対し、自転車の通行ルール等につ

いて安全指導を実施。
• 高齢者の交通安全意識の高揚を図るため、高齢

齢者向けの安全教室を実施する。

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

▲子供と保護者に対する交通教室 ▲高齢者向け安全教室

▼年齢層別の自転車安全教育
年齢層 主な教育内容 対応する措置 
幼児 ・自転車の乗り方、基本的な運転技術 

・自転車に慣れる、楽しむ          など 
措置 3-1-1 ライフステージに応じた交通安全教育の実施 

（自転車に乗り始める際の親子交通安全教室の開催） 小学校低学年 

小学校高学年 ・より高度な自転車運転技術 
・左側通行、歩道通行、基本的なルール など 措置 3-1-2 教職員及び公務員に対する交通安全教育の実施 

（教職員向けの安全教室等の開催） 中学・高校 
・車道通行を基本とした交通ルール・マナー 
・責任の自覚と他者への配慮 
・危険の予測と回避             など 

一般成人 
・車道通行を基本とした交通ルール・マナー 
・責任の自覚と他者への配慮 
・危険の予測と回避             など 

措置 3-1-1 ライフステージに応じた交通安全教育の実施 
（自動車教習所における教育の実施） 

高齢者 
・基本的な運転技術・交通ルール 
・身体機能の衰えの影響 
・事故発生時の救護             など 

措置 3-1-1 ライフステージに応じた交通安全教育の実施 
（高齢者向けの安全教室の実施） 

 

（こどもの

（車両運転者

継続的に実施

継続的に実施

継続的に実施

実施すべき施策

1.自転車による安全利用の促進に向けた交通安全
教育の推進

目標 3.安全・安心～守る～



第2次奈良県自転車活用推進計画（R7～R11）に位置付けた措置に基づく取り組みの状況

14

実施すべき施策

1.自転車による安全利用の促進に向けた交通安全
教育の推進

措置3-1-2 教職員及び公務員に対する交通安全教育の実施

内容

• 交通安全教室講習会等を開催。また、各学校での交通
安全教育においては、自転車利用のメリットやルール
の意味等についても積極的に取扱うように努める

• 公務員に対する自転車通行ルールの周知や自転車の
正しい乗り方の実践教育等により、ルール遵守の徹底
を図る

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

教職員及び公務員に対する
交通安全教室講習会の開催

担当課：体育健康課、道路マネジメント課
連携先：県警交通企画課

目標 3.安全・安心～守る～

令和7年度
まで

• 動画配信によるオンデマンド形式にて開催
• 講義及び実技講習会を開催。令和６、７年度も同様に

研修会を実施
• 教職員向けの交通安全教育のDVD、教養資料を作成

し、教職員に配布
• 市町村職員を対象とした交通安全講習会を実施
• 教職員を対象とした交通安全教室を実施

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

教職員向けの交通安全教室等の開催

▲教職員向けの交通安全教室

▲市町村職員に対する交通安全講習
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措置3-1-3
地域交通安全活動推進委員等による指導啓発
活動の推進

内容
地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動
を推進するとともに、委員のスキルアップを目的と
した講習会等を開催する。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

地域交通安全活動推進委員等によ
る指導啓発活動を推進するとともに、
委員のスキルアップを目的とした講
習会等を開催

担当課：県警交通企画課、道路マネジメント課

令和7年度
まで

地域交通安全活動推進委員による指導啓発活動及び
スキルアップを目的とした講習会を実施。

▲地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動

継続的に実施

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

実施すべき施策

1.自転車による安全利用の促進に向けた交通安全
教育の推進

目標 3.安全・安心～守る～
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措置3-1-4 交通安全に関する指導技術の向上

内容
交通安全に関する指導技術の向上を図るため、全
教育機器の活用等の交通安全教育の高度化や、交

通安全教育担当者への講習会等を実施する。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

交通安全教育担当者に対して、効果
的な指導要領や教育資機材の活用方
法等を教養する講習会等を開催

担当課：県警交通企画課、道路マネジメント課

令和7年度
まで

• 交通安全教育技能指導官による交通安全教育担
当者に対する講習会を実施するとともに交通安全
教育資機材の使用方法について指導を実施。

• 交通安全教育技能指導官による教育担当者に対
する現場指導を実施。

継続的に実施

▲交通安全教育担当者講習会

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

実施すべき施策

1.自転車による安全利用の促進に向けた交通安全
教育の推進

目標 3.安全・安心～守る～
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実施すべき施策

2.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進

措置3-2-1 自転車用ヘルメットの着用率向上に向けた取組の推進

内容

• ヘルメット着用促進に向けた広報啓発を実施
• 自転車販売事業者・防犯登録会からの情報提供
• 自転車通学生徒に対するヘルメット着用の許可条件化の働

きかけ
• ヘルメット購入費助成の働きかけを実施

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

ヘルメット着用促進に向けた広報啓発を実施

自転車販売事業者・防犯登録会との「自転車ヘルメットの
着用促進に関する協定」に基づく情報提供、高等学校にお
けるヘルメット着用の許可条件化の働きかけ

全市町村に対するヘルメット購入費助成の働きかけ

担当課：県民くらし課、体育健康課、道路マネジメント課
連携先：県警交通企画課、自転車販売業者、市町村

令和7年度
まで

• 自転車条例啓発用チラシを配布
• 駅頭啓発活動を実施。HP等による周知
• 自転車の安全利用促進フォーラム2021を開催し、ヘルメット

の着用促進
• 自転車利用者の着用努力義務化を受けて、SNS、ラジオ、テ

レビを活用した広報啓発及び街頭における啓発活動を実施
• 自転車販売店や防犯登録協会と協定を結び、協力関係を構築 ▲自転車の通行ルールやヘルメット着用を周知する

YouTube動画

▲交通安全普及啓発活動

継続的に確認及び実施

継続的に実施

継続的に実施

目標 3.安全・安心～守る～

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】
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措置3-2-2
交通安全意識向上及び自転車の通行ルール
の周知

内容

• 交通安全教育及び広報啓発を実施
• 自転車安全利用五則等ルールの周知に向けた

広報啓発活動を実施
• 令和６年５月１７日に公布された道路交通法の

一部を改正する法律に盛り込まれた自転車等
の交通事故防止のための規定について積極的
に広報啓発し、周知を図る

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

交通安全教育及び広報啓発を実施

担当課：県民くらし課、道路マネジメント課
連携先：県警交通企画課

令和7年度
まで

• 春・夏・秋・年末年始の運動の実施要綱を作成し、奈良県交通対策協議会構成員や市町村等へ各季ごとに配布、
HPで周知

• 交通安全啓発用チラシを市町村、老人団体等へ配布。市町村と連携し駅頭啓発活動を実施。HP等による周知
• 交通安全県民運動、交通安全県民運動出発式を実施し、テレビ・新聞等で報じられるなど県民に広く交通安全

意識を向上
• 交通安全教室、街頭啓発活動、SNS、ラジオ、各自治体広報紙を活用して自転車通行ルールを周知

▲ラジオ放送で
周知活動実施

▲春の交通安全県民運動奈良県実施要綱

継続的に実施

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

実施すべき施策

2.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進

目標 3.安全・安心～守る～
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措置3-2-3 自転車運転者講習制度の着実な運用

内容

チラシの配布や奈良県自転車総合対策連絡協議会
の開催等を通して、自転車運転者講習制度の周知
徹底を図り、一定の違反行為を繰り返し行った自
転車運転者を対象として、自転車運転者講習制度
の着実な運用を実施します。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

自転車運転者
講習制度の周知徹底

一定の違反行為を反復して行った自
転車運転者を対象として、自転車運
転者講習制度の着実な運用

担当課：県警交通企画課、道路マネジメント課

令和7年度
まで

• 令和7年6月に自転車総合対策連絡協議会を開
催し、自転車運転者講習制度を周知。

• 交通安全教室や啓発チラシ、YouTube・
Facebook・X等のSNSを活用して自転車運転
者講習制度の啓発を実施。

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

▲自転車運転者講習の対象となる危険行為

奈良県自転車
総合対策連絡協議会の開催▶

継続的に実施

継続的に実施

実施すべき施策

2.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進

目標 3.安全・安心～守る～
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措置3-2-4 市町村による自転車の安全対策の実施に向けた支援

内容
・自転車の安全対策の実施に向けた支援を実施
・自転車の安全対策に関する共通の指導教材DVDの
貸出

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

市町村による自転車の安全対策の
実施に向けた支援

学校等が実施する自転車の安全対
策に関する共通の指導教材DVDの
貸出を実施

担当課：県民くらし課、道路マネジメント課
連携先：市町村県、警交通企画課

令和7年度
まで

• 未就学児を対象とした児童・幼児向け通学通園路
等安全教室委託事業を実施

• 交通安全啓発DVD（自転車交通安全教室向け）貸
出の実施 ▲児童・幼児向け通学通園路等安全教室の様子

継続的に実施

継続的に実施

実施すべき施策

2.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進

目標 3.安全・安心～守る～

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】
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措置3-2-5 自動車・二輪車ドライバーに対する安全啓発の実施

内容 関係機関及び団体と協力し、自動車・二輪車ドライ
バーに対して安全啓発を実施します。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

関係機関及び団体と協力し、自動
車・二輪車ドライバーに対し、安全啓
発

担当課：県警交通企画課、道路マネジメント課

令和7年度
まで

地域交通安全活動推進委員等の関係機関と協力して、
自動車ドライバー等に対し安全啓発活動を実施。 ▲関係機関と協力した安全啓発活動

継続的に実施

実施すべき施策

2.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進

目標 3.安全・安心～守る～

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】
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措置3-2-6 自転車損害賠償保険等への加入の周知

内容
チラシ、ポスター、県広報誌、新聞各紙への掲載など
を通じて、自転車保険への加入義務について周知を
行う

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

チラシ、ポスター、県広報誌「県民だ
より奈良」、新聞各紙への掲載など、
様々な媒体を通じて、自転車保険へ
の加入義務の周知

担当課：県民くらし課、体育健康課、道路マネジメント課
連携先：県警交通企画課

令和7年度
まで

• 自転車条例啓発用チラシを市町村等へ配布し、広
報啓発活動を実施

• 市町村と連携し駅頭啓発活動を実施。HP等による
周知。県内の保険会社と連携し、周知活動を実施

• 県内小・中・高等学校へ周知及び保護者に対して加
入啓発

【これまでの実施内容】

▲自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例のポスター

▲多言語対応の自転車交通安全
リーフレット

継続的に周知・啓発を実施自転車向け
チラシ作成

実施すべき施策

2.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進

目標 3.安全・安心～守る～

【今後のスケジュール】
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実施すべき施策

3.自転車の安全で円滑な交通の確保に向けた取り組みの充実

措置3-3-1 自転車の安全な交通の確保に資する交通規制の実施

内容

交通規制については、歩行者、自転車及び自動車を適切に分離し、
交通の安全と円滑を確保することを基本方針としており、適切な自
転車通行空間を整備するため、下記事項を推進。
・普通自転車歩道通行可の交通規制の見直し。
・自転車にとって不自然かつ不合理で、危険な横断を強いることに
なる可能性がある自転車横断帯を撤去。
・道路管理者と連携し、普通自転車専用通行帯等の整備を推進。
【措置9 地域内の自転車通行空間の整備推進 再掲】

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

普通自転車歩道通行可の
交通規制の見直し 3 3 3 3

自転車横断帯の撤去を推進
（令和６年末時点において残り671） 30 30 30 30 30

担当課：県警交通規制課、道路マネジメント課
連携先：市町村

令和7年度
まで

• 自転車専用通行帯の整備に向け、道路管理者に対する働き掛けを実施。
• 自転車専用通行帯設置箇所における交通実態等を踏まえ、駐停車禁止規制の必要性について検討。
• 道路標識・道路標示の適切な維持管理と英語併記の道路標識への更新を推進。(令和７年12月時点で県内3６８か所3７０枚が

英語併記の道路標識)
• 道路管理者と連携し、田原本町内に技術基準を満たす物理的デバイスの一種であるスムーズ横断歩道を、大和高田市内に区域

の低速度規制と物理的デバイスを適切に組み合わせたゾーン30プラス松塚地区を県下初整備、これに続いて県下二例目とな
る奈良女子大学周辺地区の整備。さらに奈良市内での低速度規制と組み合わせたスムーズ横断歩道の整備を推進。

• 奈良県基本計画に示すKPI指標｢令和８年度までに低速度規制と物理的デバイスの整備箇所数12箇所｣を令和６年度に達成し、
現在13箇所に整備。引き続き道路管理者等の関係機関に働き掛け、更なる整備を推進。

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

▲普通自転車専用通行帯（広陵町内）

▲自転車横断帯を撤去

3箇所 3箇所 3箇所 3箇所3箇所

30箇所 30箇所 30箇所 30箇所30箇所

目標 3.安全・安心～守る～



第2次奈良県自転車活用推進計画（R7～R11）に位置付けた措置に基づく取り組みの状況

24

措置3-3-2 違法駐車の積極的な取締り

内容

• 自転車の通行を妨げる違法駐車の取締りを
推進し、自転車通行空間の確保を促進します。

• 駐車監視員による違法駐車取締りを行い、
運転者責任の追及や違反車両の使用者の責
任を追及する放置違反金制度を適切に実施
します。放置違反金の滞納者に対しては、滞
納処分を実施し、放置違反金の徴収に努め
ます。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

自転車の通行を妨げる違法駐車の
取締りを推進し、自転車通行空間の
確保を促進

駐車監視員による違法駐車取締り
を行い、運転者責任の追及や違反車
両の使用者の責任を追及する放置

違反金制度を適切に実施

担当課：県警交通指導課、道路マネジメント課

令和7年度
まで

• 違法駐車の取締りを積極的に推進。
• 駐車監視員活動ガイドラインに沿って、駐車監

視員による放置駐車違反車両の確認を実施。

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】 「駐車監視員活動ガイドライン」（奈良警察署）▶

▲道路交通法に基づく、
運転者責任・使用者責任追及の流れ

地域・路線（区間）
令和６年中
取付件数

活動時間

　近鉄奈良駅周辺  78件

　ＪＲ奈良駅周辺 184件

　近鉄新大宮駅周辺  66件

　奈良公園周辺  16件

　近鉄高の原駅周辺  24件

　近鉄大和西大寺駅周辺  69件

　国道３６９号及びその周辺道路
　（今在家交差点～高天交差点～二条大路南１丁目交差点）

 42件

　国道１６９号及びその周辺道路
　（県庁東交差点～紀寺交差点）

   2件

　県道木津横田線及びその周辺道路
　（油阪交差点～ＪＲ奈良駅前交差点～大森町交差点）

105件

　やすらぎの道及びその周辺道路
　（法蓮中町交差点～高天交差点～八軒町東交差点）

  34件

　三条通り及びその周辺道路
　（三条栄町交差点～ＪＲ奈良駅前交差点～上三条交差点～春日大社一の鳥居前交差点）

　81件

　市道杉ヶ町高畑線びその周辺道路
　（川崎町交差点～馬場町交差点～福智院北交差点～高畑交差点～春日山遊歩道入口）

  24件

　市内循環道路及びその内側並びにその周辺道路 193件

　奈良公園内道
　（大仏前交差点～水谷橋北詰～三笠観光会館）

   4件

自動二輪車

原　 付 　車

重 点 地 域
　近鉄奈良駅・ＪＲ奈良駅・近鉄新大宮駅・近鉄大和西大寺駅周辺 　93件

奈良県奈良警察署

駐車監視員活動ガイドライン  

　　  駐車監視員は、下記の地域、路線を重点に、活動時間内において巡回し、放置車両の確認等を実施します。

 ◎　活動方針

　 　 駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のこと
　 であり、法律上の資格が必要とされています（反則告知をしたり、金銭の徴収をしたりすることはありません。）。

 ◎　趣旨

 ◎　留意事項

　☆　 駐車監視員が行う放置車両確認事務は、以下に示す「駐車監視員活動ガイドライン」の範囲内となりますが、当該ガイドラインの範囲外
　　 であっても、次の事情に該当する場合は、委託警察署長の指示に従い確認事務を行うことができます。
　　 （１）　活動場所に赴く途中等において、悪質性、危険性、迷惑性が極めて高い放置車両を発見した場合
　　 （２）　１１０番等による突発的な駐車苦情に対する措置依頼を受けた場合
　　 （３）　臨時的な祭礼・催物等により、駐車実態の悪化が予想される場合
　　 （４）　その他、特に委託警察署長が指示する場合
　☆　警察官は、「駐車監視員活動ガイドライン」の重点路線、地域及び活動時間外においても、必要に応じた取締り活動を行います。
　☆　取付件数は、駐車監視員及び警察官による確認標章の取付件数で、駐車監視員の活動時間外に行われた取付件数も含みます。

令和7年３月  

重点路線

７～２０時

重点地域

継続的に実施

継続的に実施

実施すべき施策

3.自転車の安全で円滑な交通の確保に向けた取り組みの充実

目標 3.安全・安心～守る～
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実施すべき施策

3.自転車の安全で円滑な交通の確保に向けた
取り組みの充実

措置3-3-3
自転車指導啓発重点地区、路線
における重点的な取締りの実施

内容

自転車関連事故が実際に発生し
ている、又は発生が懸念され、
自転車の交通ルールの浸透が必
要と認められる「自転車指導啓
発重点地区・路線」を中心に、交
通指導取締りを実施します。

具体な取り組み R7 R8 R9 R10 R11

自転車指導啓発重点地区・路線を中
心に、交通指導取締りを実施

担当課：県警交通指導課、道路マネジメント課目標 3.安全・安心～守る～

令和7年度
まで

自転車指導啓発重点地区・路線
を中心に、交通指導取締りを実
施。

【これまでの実施内容】

【今後のスケジュール】

【コラム】道路交通法の改正

・ 自転車等の安全を確保するための規定の創設
自転車が車道通行する場合の安全確保のため、クルマやバイク、原付
が自転車や特定原付を追い越す・追い抜く際の安全確保のルールが
創設されました。

自動車等が自転車等の右側を通過する場合において
両者の間に十分な間隔がないとき
自動車等
→自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行
自転車等
→できる限り道路の左側
施行日：令和８年４月１日

継続的に実施


